
 
 

第３号議案 

２０２４年８月２１日 

第４７２回理事会 

 

再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の 

出力抑制における公平性について（２０２３年度実施分） 

 

業務規程第１８０条第１項の規定に基づき、北海道エリア、東北エリア、中部エリア、

北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、沖縄本島で、２０２３

年４月から２０２４年３月に実施した再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)(以

下、「再エネ」という)の出力抑制における公平性に関する資料を各エリアの一般送配電

事業者から提出を受け、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に沿っ

て公平に行われたかを確認及び検証した結果、別紙１－１～９－１により各エリアの公平

性の検証結果をまとめ、その結果を別紙１－２～９－２により公表する。 

 

１．検証対象 

２０２３年度に各エリアの一般送配電事業者が実施した、計３０５日の再エネの出力

抑制 

 

2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
10

月 

11

月 

12

月 
1月 2月 3月 計 

北海道 － － － － － － 2 － － － － － 2 

東北 5 4 2 － － － － － － － － 3 14 

中部 5 5 2 － － － － － － － － 2 14 

北陸 5 5 2 － － － － － － － － 1 13 

関西 － － 1 － － － － － － － － 2 3 

中国 18 18 5 － － － 4 1 1 2 5 8 62 

四国 15 13 4 1 － － 2 － 1 1 － 5 42 

九州 20 24 9 － 1 6 24 15 3 4 8 22 136 

沖縄 3 － － － － － － 1 2 4 7 2 19 

 

２．検証内容 

①出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

②指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を 

実施したこと 

③指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

 

３．検証結果 

検証内容の①～③それぞれの項目について検証した結果、中部エリアを除く各エリア

の一般送配電事業者が２０２３年度に行った出力抑制について、予め定められた手続き

に沿っており、公平に行われたと判断する。 

 中部エリアについては、中部電力パワーグリッド株式会社による事業者情報の更新漏

れやデータの誤登録により抑制日数に乖離が生じているケースがあったが、２０２４年

度以降、乖離が生じている事業者の抑制日数を調整することで事業者間の公平性を確保

することを確認した。今後、抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれると



 
 

評価するが、同様の事象により回数差が生じないように本機関から対応を求めるととも

に、中部電力パワーグリッド株式会社にて、事業者情報の管理体制を強化していること

を確認した。 

 

 

４．公表日 ： ２０２４年８月２１日（本機関ウェブサイト） 

以上 

 

 

別紙１－１：北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出 

力抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙１－２：ウェブサイト公表文「北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙２－１：東北エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙２－２：ウェブサイト公表文「東北エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙３－１：中部エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙３－２：ウェブサイト公表文「中部エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙４－１：北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙４－２：ウェブサイト公表文「北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙５－１：関西エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙５－２：ウェブサイト公表文「関西エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙６－１：中国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙６－２：ウェブサイト公表文「中国エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙７－１：四国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙７－２：ウェブサイト公表文「四国エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙８－１：九州エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 



 
 

別紙８－２：ウェブサイト公表文「九州エリアの再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について 

（2023年度実施分）」 

別紙９－１：沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力 

      抑制における公平性の検証結果の公表について 2023年度実施分 

別紙９－２：ウェブサイト公表文「沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備 

（自然変動電源）の出力抑制における公平性の検証結果の公表について

（2023年度実施分）」 



1

北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備
(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙１－１



2目次

１．はじめに

３．検証内容

４．予め定められた手続

５．出力抑制の公平性評価

(参考1)  日別の抑制実績

（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（参考3）業務規程、送配電等業務指針

２．公平性検証の位置づけ

６．検証結果



3１．はじめに

北海道電力ネットワークは、2023年4月から2024年3月に、北海道エリアで実施し
た再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の
出力抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力
抑制に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、北海道エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った
場合には、

１. 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２. 優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３. 再エネの出力抑制を行う必要性

４. 年度を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、4の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計2日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 － － － ー － － 2 － － － － － 2

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び北海道電力ネットワークが系統WGで
公表した「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第28回 2020年12
月11日）」、「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について（第35回 2021年12月15
日)」の資料のとおり、北海道電力ネットワークの出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われた
か否かの検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／５）

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、720時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制
限・無補償ルール(指定ルール)」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるよ

うに制御する

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕

北海道電力ネットワークは、「第28回系統ＷＧ」（2020年12月11日開催）において、太陽
光発電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。



8４．予め定められた手続（２／５）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日、720時間）を超過する見込みの場合は、旧
ルール太陽光および旧・新ルール風力事業者の出力制御上限（30日、720時間）まで最大限活用した
うえで、更なる余剰に対しては無制限・無補償ルール(指定ルール)太陽光・風力事業者の出力制御を行う。

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕



9４．予め定められた手続（３／５）

○公平な出力抑制を行うため、各ルールの事業者をルール毎にグループ分けし、出力制御を行う。
旧ルール事業者のうちオンライン化した事業者は別グループとして管理する。

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕



10４．予め定められた手続（４／５）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕

北海道電力ネットワークは、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において、
2022年度から導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うこ
とを公表した。



11４．予め定められた手続（５／５）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



12５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても北海道エリアで期
中でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 8件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：高圧太陽光8件



13A：オフライン（本来）事業者間

北海道エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数は０日であった。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。



14B：オフライン（代理）事業者間

北海道エリアのオフライン（代理）事業者において、年間抑制日数は0日であった。

• 北海道エリアで代理制御が行われたが、予め定められた手続のとおり、各ルールの事業者をルール毎に
グループ分けしており、抑制量として配分された量が対象となったグループでの抑制量より少なく、グルー
プ内で抑制していない事業者がいることから、2023年度では回数としてカウントしていない。なお、
2024年度で抑制を行わなかったグループ内の事業者が抑制すれば、回数としてカウントすることを確認
している。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。



15C：オンライン事業者間

北海道エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は0~1日であり、1日間しか乖
離がなかった。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

0日 １日

旧ルール
特高

太陽光 10 ／ 25 15 ／ 25
風力 1 ／ 1 ー

高圧
（500kW以上）

太陽光 88 ／ 88 ー

新ルール
特高

風力
7 ／ 7 ー

低圧 1 ／ 1 ー

無制限・無
補償ルール

特高 太陽光 13 ／ 13 ー
風力 14 ／ 14 ー

高圧
太陽光 501 ／ 501 ー
風力 6 ／ 6 ー

低圧
太陽光 7411 ／ 7411 ー
風力 1511 ／ 1511 ー
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北海道エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を0日であった。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
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北海道エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数は

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数がオンライン事業者（本来）0～1日、オフ
ライン事業者(本来) 、オフライン事業者(代理)で0日であり、オンライン（本来）事業者とオフライン
（本来/代理）事業者間で最大1日間の乖離があった。

• オフライン事業者(代理)において、抑制量として配分された量が対象となったグループでの抑制量より少
なく、グループ内で抑制していない事業者がいることから、2023年度では回数としてカウントしていないが、
2024年度で抑制を行わなかったグループ内の事業者が抑制すれば、回数としてカウントすることを確認
している。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、北海道電力ネットワークが行った出力抑制は、予め定められた手続に
沿って公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本
来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の差異
が、基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示す。

【B：オフライン（代理）事業者間】・【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間】
→北海道エリアで代理制御が行われたが、予め定められた手続のとおり、各ルールの事業者をルール毎にグループ
分けしており、抑制量として配分された量が対象となったグループでの抑制量より少なく、グループ内で抑制してい
ない事業者がいることから、2023年度では回数としてカウントしていない。なお、2024年度で抑制を行わなかっ
たグループ内の事業者が抑制すれば、回数としてカウントすることを確認している。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果



19６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計2日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は0~1日であり、公平性は確保していたとい
える。オフラインの本来・代理制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は0日であり、公平
性は確保していたといえる。



20（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)



21（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
※オフラインの年間抑制日数は0日であった(スライド13・14参照)

(オフライン)



22（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



23（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



24（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



25（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



26（参考３）業務規程、送配電等業務指針

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制にお

ける公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

北海道電力ネットワーク株式会社が 2023年度に実施した、北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動

電源）（以下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、北海道電力ネットワーク株式会社から送配

電等業務指針第 183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうか

の検証を実施したことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、北海道エリアにおける 2日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った北海道エリアの出力抑制は、予め定めら

れた手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙１－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 北海道エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 

2023年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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東北エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙２－１
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3１．はじめに

東北電力ネットワークは、2023年4月から2024年3月に、東北エリアで実施した再
生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力
抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制
に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、東北エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計14日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 5 4 2 － － － － － － － － 3 14

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び東北電力ネットワークが系統WGで公
表した「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第24回 2019年12月
5日）」、「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について（第35回 2021年12月15日)」
の資料のとおり、東北電力ネットワークの出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否か
の検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／6）

○公平な出力抑制を行うため、各ルールの事業者をルール毎にグループ分けし、出力制御を行う。
旧ルール事業者のうちオンライン化した事業者は別グループとして管理する。

東北電力ネットワークは、 「第24回系統ＷＧ」（2019年12月5日開催）において、太陽
光発電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

〔第24回系統ＷＧ資料抜粋〕



8４．予め定められた手続（２／6）

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、720時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制
限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する。

〔第24回系統ＷＧ資料抜粋〕



9４．予め定められた手続（３／6）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日、720時間）を超過する見込みの場合は、旧
ルール太陽光および旧・新ルール風力事業者の出力制御上限（30日、720時間）まで最大限活用し
たうえで、更なる余剰に対しては無制限・無補償ルール太陽光・風力事業者の出力制御を行う。

〔第24回系統ＷＧ資料抜粋〕



10４．予め定められた手続（4／6）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。

東北電力ネットワークは、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において、2022
年度から導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを公
表した。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



11４．予め定められた手続（5／6）

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。



12４．予め定められた手続（6／6）

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。



13５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても東北エリアで期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 84件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：特高太陽光3件、高圧太陽光52件、高圧風力3件、低圧太陽光26件



14A：オフライン（本来）事業者間

東北エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は5~6日であり、1日間しか乖
離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

5日 6日

旧ルール

特高
太陽光 ＜7＞ ／ ＜21＞ ＜14＞ ／ ＜21＞
風力 ＜1＞ ／ ＜6＞ ＜5＞ ／ ＜6＞

高低圧
太陽光 ＜6＞ ／ ＜10＞ ＜4＞ ／ ＜10＞

風力 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

新ルール
特高

風力
ー ー

高低圧 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

無制限・無補償
ルール

特高
太陽光 ＜1＞ ／ ＜1＞ ー
風力 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

高低圧
太陽光 ー ＜1＞ ／ ＜1＞
風力 ー ＜1＞ ／ ＜1＞



15B：オフライン（代理）事業者間

東北エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は5~6日であり、1日間しか乖
離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

5~6日

旧ルール

特高
太陽光 ー
風力 ー

高低圧
太陽光 ＜1＞ ／ ＜1＞

風力 ー

新ルール
特高

風力
ー

高低圧 ー

無制限・無補償
ルール

特高
太陽光 ー
風力 ー

高低圧
太陽光 ー
風力 ー



16C：オンライン事業者間

東北エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は2~3日であり、1日間しか乖
離がなかった。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

2日 3日

旧ルール
特高

太陽光 ＜3＞ ／ ＜6＞ ＜3＞ ／ ＜6＞

風力 ＜2＞ ／ ＜2＞

高低圧 太陽光 ＜2＞ ／ ＜3＞ ＜1＞ ／ ＜3＞

新ルール
特高

風力
＜4＞ ／ ＜12＞ ＜8＞ ／ ＜12＞

高低圧 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

無制限・無補償
ルール

特高 太陽光 ＜6＞ ／ ＜12＞ ＜6＞ ／ ＜12＞

風力 ＜1＞ ／ ＜1＞ ー

高低圧
太陽光 ＜7＞ ／ ＜14＞ ＜7＞ ／ ＜14＞

風力 ー ＜1＞ ／ ＜1＞
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東北エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来・代理）の「基本的」な抑制日数は
5~6日であった。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

5日 6日

旧ルール

特高
太陽光 本来 ＜7＞ ／ ＜21＞＜14＞ ／ ＜21＞
風力 本来 ＜1＞ ／ ＜6＞ ＜5＞ ／ ＜6＞

高低圧
太陽光

本来 ＜6＞ ／ ＜10＞ ＜4＞ ／ ＜10＞

代理 ＜1＞／＜1＞

風力 本来 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

新ルール
特高

風力 本来
ー ー

高低圧 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

無制限・無補
償ルール

特高
太陽光 本来 ＜1＞ ／ ＜1＞ ー
風力 本来 ー ＜1＞ ／ ＜1＞

高低圧
太陽光 本来 ー ＜1＞ ／ ＜1＞
風力 本来 ー ＜1＞ ／ ＜1＞
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東北エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数がオンライン事業者（本来）1～2日、オフ
ライン事業者(本来/代理)で5～6日であり、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事
業者間で最大5日間の乖離があった。

• オンライン(本来)の抑制回数がオフライン（本来/代理）より少ないが、再エネ全体の出力制御量低
減の観点から公平性に反することにはならない。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、東北電力ネットワークが行った出力抑制は、予め定められた手続に
沿って公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本
来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の差異
が、基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）



20６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計14日間の抑制において、検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は2~3日であり、公平性は確保していたとい
える。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール事業者は5~6日であり、代理制御では旧ルール事業者は
5～6日であり、公平性は確保していたといえる。
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・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)
2023年度 オン ライン

<抑制グループ数の実績>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上期 下期 年度 1日 2日 3日

<6> <5> <5> <5> <10> <5> <15> <3> <3>

本来 <1> <5> <3> <6> <3> <9> - -

代理 <4> <2> <4> <2> <6> - -

風力 <2> <2> <2> <4> <4> <2>

高低圧 <3> <2> <3> <2> <5> <2> <7> <2> <1>

本来 <2> <1> <2> <1> <3> - -

代理 <3> <1> <3> <1> <4> - -

風力
特高 風力 <12> <12> <9> <11> <21> <11> <32> <4> <8>

高低圧 <1> <1> <2> <1> <2> <3> <1>

<12> <6> <11> <3> <10> <20> <10> <30> <6> <6>

本来 <10> <6> <10> <6> <16> - -

代理 <6> <1> <3> <4> <10> <4> <14> - -

風力 <1> <1> <1> <1> <1> <2> <1>

<14> <13> <13> <9> <26> <9> <35> <7> <7>

本来 <5> <10> <6> <15> <6> <21> - -

代理 <8> <3> <3> <11> <3> <14> - -

風力 <1> <1> <2> <1> <2> <3> <1>

適用

ルール
電圧区分 種別

全制御対象

※<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

抑制日数別の合計注3

<グループ数>

計

旧ルール

特高
太陽光

計

内訳

計

無制限無補償ルール

特高
太陽光

太陽光

計

内訳

計

計

内訳

計

計

内訳

新ルール
（風力のみ）

計

高低圧
太陽光

計
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・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)
2023年度 オフ ライン

<抑制グループ数の実績>

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上期 下期 合計 4日 5日 6日

太陽光 <21> <51> <26> <14> <28> <91> <28> <119> <7> <14>

風力 <6> <12> <6> <6> <11> <24> <11> <35> <1> <5>

高低圧 太陽光 <10> <24> <10> <10> <10> <44> <10> <54> <6> <4>

風力 <1> <2> <1> <1> <2> <4> <2> <6> <1>
特高 風力

高低圧 <1> <2> <1> <1> <2> <4> <2> <6> <1>

太陽光 <1> <2> <1> <1> <1> <4> <1> <5> <1>

風力 <1> <2> <1> <1> <2> <4> <2> <6> <1>

太陽光 <1> <2> <1> <1> <2> <4> <2> <6> <1>

風力 <1> <2> <1> <1> <2> <4> <2> <6> <1>

抑制日数別の合計注3

<グループ数>
全制御対象

※<ｸﾞﾙｰﾌﾟ数>

旧ルール

特高
計

計

計

計

無制限無補償ルール

特高
計

計

高圧
計

計

新ルール
（風力のみ）

計

計

適用

ルール
電圧区分 種別



23（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



24（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。
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（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



27（参考３）業務規程、送配電等業務指針

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

東北エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

東北電力ネットワーク株式会社が 2023年度に実施した、東北エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）

（以下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、東北電力ネットワーク株式会社から送配電等業

務指針第 183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を

実施したことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、東北エリアにおける 14日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った東北エリアの出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙２－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 東北エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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中部エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙３ー１
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3１．はじめに

中部電力パワーグリッドは、2023年4月から2024年3月に、中部エリアで実施した
再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出
力抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑
制に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、中部エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計14日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 5 5 2 － － － － － － － － 2 14

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び中部電力パワーグリッドが公表した「再
生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第36回 2022年3月14日)」の
資料のとおり、中部電力パワーグリッドの出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否か
の検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／４）

中部電力パワーグリッドは、「第36回系統ＷＧ」 （2022年3月14日開催）において、太陽
光発電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

その内容を中部電力パワーグリッドが2024年度以降の内容に修正した資料を2024年4月1
日にHPで公表した。

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制
限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋



8４．予め定められた手続（２／４）

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無
制限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御す
る

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋



9４．予め定められた手続（３／４）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋



10４．予め定められた手続（４／４）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋



11５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。
なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理において
もオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても中部エリアで期中で
オフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 430件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 特別高圧太陽光1件、特別高圧風力1件、高圧太陽光217件、低圧太陽光211件
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中部エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は1~2日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 13件の事業者(※)を除いた抑制日数0日の事業者は、中部電力パワーグリッドから指令が出されてい
たが、事業者が指令に従わなかった結果である。なお、当該事業者には中部電力パワーグリッドから注
意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認している。

• 13件の事業者(※)は、中部電力パワーグリッドによる事業者情報の更新漏れやデータの誤登録により、
抑制日数に乖離が生じたものであり、2024年度以降、当該事業者の抑制日数を調整することで事業
者間の公平性を確保することを確認している。

以上から、

13件の事業者(※)を除いた事業者について、期間を通して公平に出力抑制が行われたと評価する。

13件の事業者(※)については、今後、抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれると評価す
る。なお、同様の事象により回数差が生じないように本機関から対応を求めるとともに、中部電力パワーグ
リッドにおいて、事業者情報の管理体制を強化していることを確認した。

A：オフライン（本来）事業者間

適用
ルール

電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日 2日 3日

旧ルール

特高
太陽光 10 / 65 47 ／ 65 8 ／ 65 ー

風力
6

(6※)
/ 13 6 ／ 13 1 ／ 13 ー

高圧
太陽光

404
(4※)

/ 855 267 ／ 855 183 ／ 855
1

(1※)
/ 855

風力 2 / 10 2 ／ 10 6 ／ 10 ー

新ルール
特高 太陽光 ー 2 ／ 2 ー ー

高圧 太陽光
71

(2※)
/ 123 32 ／ 123 20 ／ 123 ー

無制限
無補償
ルール

特高
太陽光 ー ー ー ー
風力 ー ー ー ー

高圧
太陽光 1 / 1 ー ー ー

風力 ー ー ー ー
低圧 太陽光 ー ー ー ー



13B：オフライン（代理）事業者間

中部エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで抑制日数は1~2日であり、 1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

1日 2日

旧ルール
高圧

太陽光
810 ／ 2453 1643 ／ 2453

低圧 1678 ／ 54659 52981 ／ 54659

新ルール
高圧

太陽光
266 ／ 896 630 ／ 896

低圧 2754 ／ 89698 86944 ／ 89698



14C：オンライン事業者間

中部エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は6~7日であり、1日間しか乖離
がなかった。

• 51件の事業者(※)を除いた抑制日数5日以下の事業者は、中部電力パワーグリッドから指令が出され
ていたが、事業者が通信不良により不応動となった結果である。なお、当該事業者には中部電力パワー
グリッドから注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認している。

• 51件の事業者(※)は、中部電力パワーグリッドによる事業者情報の更新漏れやデータの誤登録により、
抑制日数に乖離が生じたものであり、2024年度以降、当該事業者の抑制日数を調整することで事業
者間の公平性を確保することを確認している。

以上から、
51件の事業者(※)を除いた事業者について、期間を通して公平に出力抑制が行われたと評価する。

51件の事業者(※)については、今後、抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれると評価する。
なお、同様の事象により回数差が生じないように本機関から対応を求めるとともに、中部電力パワーグリッドに
おいて、事業者情報の管理体制を強化していることを確認した。

適用
ルール

電圧区分 種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

5日以下 6日 7日

旧ルール 高圧

太陽光

9 ／ 184 167 ／ 184 8 ／ 184

新ルール

特高 ー 16 ／ 21 5 ／ 21

高圧
251

(45※)
／ 2688 2312 ／ 2688 125 ／ 2688

低圧 4 ／ 7 3 ／ 7 ー

無制限無補償
ルール

高圧
14

(6※)
／ 155 129 ／ 155 12 ／ 155

低圧注２ 84 ／ 319 226 ／ 319 9 ／ 319
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中部エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来・代理）の「基本的」な抑制日数は1
～2日であった。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用
ルール

電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

1日 2日

旧ルール

特高
太陽光 本来 47 ／ 55 8 ／ 55

風力 本来 6 ／ 7 1 ／ 7

高圧
太陽光

本来 267 ／ 450 183 ／ 450

代理 810 ／ 2453 1643 ／ 2453

風力 本来 2 ／ 10 6 ／ 10

低圧 太陽光 代理 1678 ／ 54659 52981 ／ 54659

新ルール

特高 太陽光 本来 2 ／ 2 ー

高圧 太陽光
本来 32 ／ 52 20 ／ 52

代理 266 ／ 896 630 ／ 896

低圧 太陽光 代理 2754 ／ 89698 86944 ／ 89698

無制限
無補償
ルール

特高
太陽光 本来 ー ー

風力 本来 ー ー

高圧
太陽光 本来 ー ー

風力 本来 ー ー

低圧 太陽光 本来 ー ー
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中部エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数がオンライン事業者（本来）2～3日、オフ
ライン事業者(本来/代理)で1～2日であり、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事
業者間で最大2日間の乖離があった。

• 最大２日間の乖離は、一部のオフライン（本来）事業者が中部電力パワーグリッドからの指令に従わ
なかったことによって、オンライン（本来）事業者の制御回数が増加したことなどが原因であり、当該事
業者には中部電力パワーグリッドから注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される運用と
なっていることを確認している。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、中部電力パワーグリッドが行った出力抑制は、中部電力パワーグリッド
起因により差異が生じた事業者を除き、予め定められた手続に沿って公平に行われたと判断する。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）



18６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

2023年度における計14日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は6~7日であり、公平性は確保していたといえる。
オフラインの本来制御・代理制御で旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は1~2日であり、公平性は
確保していたといえる。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)
事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の差異が基本
的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示す。
【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である482件の事業者には注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となって
いることを確認した。中部電力パワーグリッド起因により差異が生じたオフライン事業者13件については、2024年度
以降に当該事業者間の抑制日数を調整することで公平性を確保することを確認している※。
【C:オンライン事業者間】
→通信不良311件については、事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となってい
ることを確認した。中部電力パワーグリッド起因により差異が生じたオンライン事業者51件については、2024年度以
降に当該事業者間の抑制日数を調整することで公平性を確保することを確認している※ 。
※今後、抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれると評価するが、同様の事象により回数差が生じ
ないように本機関から対応を求めるとともに、中部電力パワーグリッドにて、事業者情報の管理体制を強化しているこ
とを確認した。
【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間】
→一部のオフライン（本来）事業者が中部電力パワーグリッドからの指令に従わなかったことによって、オンライン
（本来）事業者の制御回数が増加したことで乖離が発生しているが、 【A:オフライン（本来）事業者間】のとおり、
指令に不応動の事業者に注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。
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・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
抑制日数別の合計発電所数では、月毎での抑制発電所数の実績から公平性の検証対象ではないもの
を除いています。

(オンライン)
2023年度 オン ライン

抑制発電所数の実績　※非FIT除く

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上期 下期 年度 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

2 2 2

本来

(代理) 2 2 2

風力

213 413 338 329 964 329 1293 1 1 2 5 167 8

本来 61 140 103 267 304 267 571

(代理) 152 273 235 62 660 62 722

風力

2 4 5 18 11 18 29

本来 1 1 7 2 7 9

(代理) 2 3 4 11 9 11 20

風力

26 49 52 32 127 32 159 16 5

本来 8 14 22 10 44 10 54

(代理) 18 35 30 22 83 22 105

風力

2933 5831 4704 3158 13468 3158 16626 5 15 61 11 22 137 2312 125
本来 936 1797 1548 1763 4281 1763 6044

(代理) 1997 4034 3156 1395 9187 1395 10582

風力

4 8 9 81 21 81 102 2 1 1 3

本来 4 2 27 6 27 33

(代理) 4 4 7 54 15 54 69

風力

本来

(代理)

風力

173 369 304 330 846 330 1176 7 1 2 4 129 12

本来 51 109 89 131 249 131 380

(代理) 122 260 215 199 597 199 796

風力

258 583 567 1546 1408 1546 2954 6 1 56 1 2 18 226 9
本来 86 182 164 384 432 384 816

(代理) 172 401 403 1162 976 1162 2138

風力

計

内訳

計

152
内訳

計

185

計

計

計

計

内訳

計

内訳

特高

計

内訳

312

全制御対象

発電所数※

無制限無補償ルール

特高

高圧
太陽光

太陽光

適用

ルール
電圧区分 種別

太陽光

太陽光

計

8
内訳

計

低圧
注２ 太陽光

低圧
太陽光

計

内訳

計

計

計

高圧旧ルール

特高
太陽光 22

計

内訳

計

新ルール 高圧
太陽光 2706

内訳

計

低圧
太陽光 1

抑制日数別の合計

発電所数
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・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
抑制日数別の合計発電所数では、月毎での抑制発電所数の実績から公平性の検証対象ではないもの
を除いています。

(オフライン)
2023年度 オフ ライン

抑制発電所数の実績　※非FIT除く

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上期 下期 合計 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

15 9 40 64 64 10 47 8

本来 15 9 40 64 64 10 47 8

(代理)

風力 3 2 3 8 8 6 6 1

1023 1833 1971 26 4827 26 4853 404 1077 1826 1

本来 110 58 544 712 712 404 267 183 1

(代理) 913 1775 1427 26 4115 26 4141 810 1643

風力 3 1 10 14 14 2 2 6
20615 39082 31341 16722 91038 16722 107760 1678 52981

本来

(代理) 20615 39082 31341 16722 91038 16722 107760 1678 52981

風力

2 2 4 4 2

本来 2 2 4 4 2

(代理)

風力

337 670 610 45 1617 45 1662 71 298 650

本来 13 5 99 117 117 71 32 20

(代理) 324 665 511 45 1500 45 1545 266 630

風力
33500 64441 51631 27489 149572 27489 177061 2754 86944

本来

(代理) 33500 64441 51631 27489 149572 27489 177061 2754 86944

風力

本来

(代理)

風力
1 1 4 6 6 1

本来 1 1 4 6 6 1

(代理)

風力

本来

(代理)

風力

抑制日数別の合計

発電所数

内訳

計

低圧
太陽光

計

高圧
太陽光 1245

計

内訳

計

計

高圧

計

低圧
太陽光 54672

計

計

計

高圧
太陽光 13

計

内訳

計

計

太陽光 7

計

内訳

内訳
89738

低圧注２ 太陽光

計

内訳

計

内訳

内訳

太陽光 3433

太陽光

計

内訳
62

全制御対象

発電所数※

旧ルール

電圧区分 種別
適用

ルール

計

新ルール

特高

無制限無補償ルール

特高
太陽光

計

特高
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１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



22（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。
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（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

中部エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

中部電力パワーグリッド株式会社が 2023年度に実施した、中部エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電

源）（以下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、中部電力パワーグリッド株式会社から送配電

等業務指針第 183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの

検証を実施したことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、中部エリアにおける 14日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った中部エリアの出力抑制において、中部電

力パワーグリッド株式会社による事業者情報の更新漏れやデータの誤登録により、出力抑制日数に乖離が生じているケー

スがあったが、2024年度以降、乖離が生じている事業者の抑制日数を調整することで事業者間の公平性を確保することを

確認した。今後、抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれると評価するが、同様の事象により回数差が生じ

ないように本機関から対応を求めるとともに、中部電力パワーグリッド株式会社にて、事業者情報の管理体制を強化してい

ることを確認した。 

4. 添付資料 

ウェブサイト公表文 別紙３－２ 



 

 

• 中部エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙４ー１



2目次

１．はじめに

３．検証内容

４．予め定められた手続

５．出力抑制の公平性評価

(参考1）2023年度の抑制実績

(参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

(参考3）業務規程、送配電等業務指針

２．公平性検証の位置づけ

６．検証結果



3１．はじめに

北陸電力送配電は、2023年4月から2024年3月に、北陸エリアで実施した再生可
能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制
について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関す
る公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、北陸エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計13日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 5 5 2 － － － － － － － － 1 13

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び北陸電力送配電が公表した「経済的
出力制御（オンライン代理制御）の導⼊に伴う運⽤⽅法の⾒直しについて（第36回2022年3月14
日公表） 」、「再生可能エネルギーの出力制御に係る運⽤の基本的考え⽅について（第28回2020年
12月11日公表）」の資料のとおり、北陸電力送配電の出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に
行われたか否かの検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え⽅に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え⽅は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え⽅に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA⽅式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適⽤される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／５）

北陸電力送配電は、「第28回系統ＷＧ」（2020年12月11日開催）において、太陽光発
電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の⽅法で出力抑制を行うことを公表した。

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕

○再エネ出力制御をきめ細やかに実施するため事業者単位で出力制御対象者を選定。



8４．予め定められた手続（２／５）

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無
制限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御す
る

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕



9４．予め定められた手続（３／５）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日・360時間・720時間）を超過する⾒込み
の場合は、 旧・新ルール太陽光および旧・新ルール風力事業者の出力制御上限（30日・360時間・
720時間）まで最大限活⽤したうえで、更なる余剰に対しては無制限・無補償ルール太陽光・風力事業
者の出力制御を行う。

〔第28回系統ＷＧ資料抜粋〕



10４．予め定められた手続（４／５）

○北陸電力送配電は、「第36回系統ＷＧ」（2022年3月14日開催）において、オフライン事業者間の
公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力抑制を実施。

〔第36回系統ＷＧ資料抜粋〕



11４．予め定められた手続（５／５）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

〔第36回系統ＷＧ資料抜粋〕



12５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え⽅）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導⼊・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても北陸エリアで期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 92件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：特高太陽光1件、高圧太陽光44件、低圧太陽光 4件
新ルール ：特高太陽光0件、高圧太陽光 5件、低圧太陽光23件

無制限・無補償ルール ：特高太陽光0件、高圧太陽光 0件、低圧太陽光15件



13A：オフライン（本来）事業者間

北陸エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は6~7日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 5日以下となった事業者は、北陸電力送配電から指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかっ
た結果である。なお、当該事業者には北陸電力送配電から注意勧告を行い、2024年度には優先的
に抑制される運⽤となっていることを確認した。

• 8～10日となった事業者は、北陸電力送配電が事業者に抑制指令を出したものの受諾通知がなかっ
たため、北陸電力送配電で抑制回数のカウントができなかった。そのため、抑制指令を多く行うこととなっ
た。北陸電力送配電には、今後、定期的な抑制実績の確認をよりきめ細かく行うこと、2024年度に出
力抑制の機会が均等となるように配慮することを確認している。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適⽤
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

5日以下 6日 7日 8～10日

旧ルール

特高
太陽光 2 ／ 2 ー ー ー

風力 5 ／ 5 ー ー ー

高圧
太陽光 31 ／ 139 63 ／ 139 41 ／ 139 4 ／ 139

風力 ー 4 ／ 4 ー ー

新ルール
高圧 太陽光 5 ／ ９ 1 ／ 9 1 ／ 9 2 ／ 9

低圧 太陽光 30 ／ 36 3 ／ 36 2 ／ 36 1 ／ 36



14B：オフライン（代理）事業者間

北陸エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで抑制日数は4~5日となり、 1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適⽤
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

4日 5日

旧ルール

高圧

太陽光

222 ／ 301 79 ／ 301

低圧 3595 ／ 4860 1265 ／ 4860

新ルール

高圧 1 ／ 1 ー

低圧 412 ／ 561 149 ／ 561



15C：オンライン事業者間

北陸エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は2~3日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 抑制日数が1日以下となった事業者は、北陸電力送配電から指令が出されていたが、事業者が通信
不通により指令に従わなかった結果である。なお、当該事業者には北陸電力送配電から注意勧告を
行い、2024年度には優先的に抑制される運⽤となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適⽤ルール 電圧区分 種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

1日以下 2日 3日

旧ルール

特高
太陽光 ー 1 ／ 3 2 ／ 3

風力 ー 1 ／ 3 2 ／ 3

高圧 太陽光 44 ／ 118 13 ／ 118 61 ／ 118

低圧 太陽光 4 ／ 4 ー ー

新ルール

特高
太陽光 ー 2 ／ 7 5 ／ 7

風力 ー ー 2 ／ 2

高圧 太陽光 9 ／ 299 79 ／ 299 211 ／ 299

低圧 太陽光 58 ／ 1363 314 ／ 1363 991 ／ 1363

無制限無補償
ルール

特高 太陽光 ー ー 1 ／ 1

高圧 太陽光 26 ／ 311 59 ／ 311 226 ／ 311

低圧 太陽光 65 ／ 1519 304 ／ 1519 1150 ／ 1519
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北陸エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来）の「基本的」な抑制日数が6~7日
であるのに対して、オフライン（代理）は4～5日となり、最大で２日間の差が生じている。これは、当日
の需給状況から代理制御が不要となったことであり、前日段階での手続上の公平性は担保されている。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適⽤
ルール

電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

4日 5日 6日 7日

旧ルール

特高
太陽光 本来 ー ー ー ー

風力 本来 ー ー ー ー

高圧
太陽光

本来 － － 63 ／ 104 41 ／ 104

代理 222 ／ 301 79 ／ 301 ー ー

風力 本来 ー ー 4 ／ 4 ー

低圧 太陽光 代理 3595 ／ 4860 1265 ／ 4860 ー ー

新ルール

高圧 太陽光
本来 ー ー 1 ／ 2 1 ／ 2

代理 １ ／ 1 ー ー ー

低圧 太陽光
本来 ー ー 3 ／ 5 2 ／ 5

代理 412 ／ 561 149 ／ 561 ー ー

代理 本来
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北陸エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数がオンライン事業者（本来）２～3日、オフ
ライン事業者(本来)で6～7日で、オフライン事業者(代理)で4～5日であり、オンライン（本来）事業
者とオフライン（本来/代理）事業者間で最大5日間の乖離があった。

• オンライン(本来)の抑制回数がオフライン（本来/代理）より少ないが、再エネ全体の出力制御量低
減の観点から公平性に反することにはならない。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え⽅について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え⽅

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、北陸電力送配電が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って
公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え⽅に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事
業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の差異が、基本的に
は０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示す。

【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である76件の事業者には注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運⽤となっている
ことを確認した。また、抑制指令に対する応答を行わなかった事業者により、北陸電力送配電は事業者が抑制を実施
しないと判断し、次回以降に優先的に抑制指令を行ったが、実際には出力抑制を実施していたことから抑制回数が多
くなった。北陸電力送配電には、今後、定期的な抑制実績の確認をよりきめ細かく行うこと、2024年度に出力抑制の
機会が均等となるように配慮することを確認している。
【C:オンライン事業者間】
→通信不良206件については、事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運⽤となっているこ
とを確認した。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）



19６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計13日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は2~3日であり、公平性は確保していたとい
える。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール事業者は6~7日であり、代理制御では旧ルール、新ルール
事業者は4～5日であり、公平性は確保していたといえる。



20（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)



21（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)



22（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から⾒れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で⽤いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



23（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適⽤される再エネ発電事業者、時間制御が適⽤される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適⽤される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適⽤される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適⽤される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適⽤される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅⽤）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



24（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え⽅に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え⽅に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



25（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運⽤時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え⽅については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え⽅と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え⽅については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



26（参考３）業務規程、送配電等業務指針

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

北陸電力送配電株式会社が 2023年度に実施した、北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以

下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、北陸電力送配電株式会社から送配電等業務指針第

183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を実施した

ことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、北陸エリアにおける 13日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った北陸エリアの出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙４－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 北陸エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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関西エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙５ー１
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3１．はじめに

関西電力送配電は、2023年4月から2024年3月に、関西エリアで実施した再生可
能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制
について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関す
る公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、関西エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計3日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 － － 1 － － － － － － － － 2 3

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び関西電力送配電が系統WGで公表し
た「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第47回 2023年8月3
日）」の資料のとおり、関西電力送配電の出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否
かの検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／４）

関西電力送配電は、 「第47回系統ＷＧ」（2023年8月3日開催）において、太陽光発
電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日・360時間・720時間）に達するまでは「旧ルール・新ル
ール・指定ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

〔第47回系統ＷＧ資料抜粋〕



8４．予め定められた手続（２／４）

○公平な出力抑制を行うため、各ルールの事業者をルール毎にグループ分けし、出力制御を行う。

〔第47回系統ＷＧ資料抜粋〕



9４．予め定められた手続（３／４）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。

関西電力送配電は、 「第47回系統ＷＧ」（2023年8月3日開催）において、オンライン代
理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

〔第47回系統ＷＧ資料抜粋〕



10４．予め定められた手続（４／４）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

〔第47回系統ＷＧ資料抜粋〕



11５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれていれば「オ
ンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとはいえない」と定められて
いる。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事
業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン
事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公平に抑制さ
れていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理においてもオフライ
ンからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても関西エリアで期中でオフラインからオンライ
ンに切り替えた事業者が年間で 31件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに組み込まれる
ため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が行われていないことをもっ
て公平性が保たれていることを確認する。

※ 新ルール ：特別高圧太陽光20件

※ 旧ルール ：特別高圧太陽光10件、特別高圧風力1件

(初回抑制は2023年6月4日、2回目は2024年3月30日であるため、初回に抑制した事業者が対象)

また、2023年6月4日の抑制では、再エネ出力制御システムが運開前であり、特別高圧の事業者に全
てオフラインとして指令したが、公平性評価ではオンライン化している事業者は、オンライン事業者として抑制
日数をカウントし、検証を行う。



12A：オフライン（本来）事業者間

関西エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は1~2日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 0日の事業者は関西電力送配電から指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかった結果である。
なお、当該事業者には関西電力送配電から注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される
運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日 2日

旧ルール

特高 太陽光 1 ／ 59 58 ／ 59 ー

高圧
太陽光 342 ／ 698 356 ／ 698 ー

風力 ー 2 ／ 2 ー

新ルール
特高

太陽光 2 ／ 16 6 ／ 16 8 ／ 16

風力 ー ー 2 ／ 2

高圧 太陽光 102 ／ 171 69 ／ 171 ー

無制限・
無補償
ルール

高圧 太陽光 6 ／ 7 1 ／ 7 ー

低圧 太陽光 2 ／ 4 2 ／ 4 ー



13B：オフライン（代理）事業者間

関西エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで抑制日数は0~1日であり、 1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）
0日 1日

旧ルール

高圧

太陽光

741 ／ 1593 852 ／ 1593

低圧 16900 ／ 36351 19451 ／ 36351

新ルール

高圧 217 ／ 484 267 ／ 484

低圧 15804 ／ 34482 18678 ／ 34482

無制限・無
補償ルール

低圧 ー 1 ／ 1



14C：オンライン事業者間

関西エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は1~2日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 抑制日数が0日となった事業者は、関西電力送配電から指令が出されていたが、事業者が通信不通
により指令に従わなかった結果である。なお、当該事業者には関西電力送配電から注意勧告を行い、
2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日 2日

旧ルール

特高
太陽光 ー ー 10 ／ 10

風力 ー 1 ／ 1 ー

高圧

太陽光

2 ／ 256 125 ／ 255 128 ／ 255

低圧 ー 1 ／ 3 2 ／ 3

新ルール

特高 ー 8 ／ 20 12 ／ 20

高圧

太陽光

32 ／ 1020 424 ／ 1020 564 ／ 1020

低圧 2 ／ 75 36 ／ 75 37 ／ 75

無制限・
無補償
ルール

高圧 ー 42 ／ 135 93 ／ 135

低圧 5 ／ 125 46 ／ 125 74 ／ 125
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関西エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来）の「基本的」な抑制日数が1~2日
であるのに対して、オフライン（代理）は0～1日となり、最大で２日の差が生じているが、2023年6月
4日の抑制では、再エネ出力制御システムが運開前であり、オンライン代理制御が実施されなかったこと
で乖離が発生しており、手続上の公平性は担保されている。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用ルール 電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日 2日

旧ルール

特高 太陽光 本来 ー 58 ／ 59 ／

高圧
太陽光

本来 ー 356 ／ 698 ／

代理 741 ／ 1593 852 ／ 1593 ／

風力 本来 ー 2 ／ 2 ／

低圧 太陽光 代理 16900 ／ 36351 19451 ／ 36351 ／

新ルール

特高
太陽光 本来 ー 6 ／ 16 8 ／ 16

風力 本来 ー 2 ／ 2 2 ／ 2

高圧 太陽光
本来 69 ／ 171 ／

代理 217 ／ 484 267 ／ 484 ／

低圧 太陽光 代理 15804 ／ 34482 18678 ／ 34482 ／

無制限・
無補償
ルール

高圧 太陽光 本来 ー 1 ／ 7 ／

低圧 太陽光
本来 ー 2 ／ 4 ／

代理 ー 1 ／ 1 ／
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関西エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで「基本的」な抑制日数は、オンライン事業者（本来）が
1～2日、オフライン(本来)事業者が1～2日、オフライン(代理)事業者が0～1日となった。

• オンライン事業者（本来）とオフライン（本来）事業者間は、最大で1日しか乖離がなかった。

• オンライン事業者（本来）とオフライン（代理）事業者間で最大2日の差が生じているが、2023年6
月4日の抑制では、再エネ出力制御システムが運開前であり、オンライン代理制御が実施されなかったこ
とで乖離が発生しており、手続上の公平性は担保されている。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、関西電力送配電が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って
公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本
来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の差異が、
基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示す。
【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である455件の事業者には注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となっ
ていることを確認した。
【C:オンライン事業者間】
→通信不良41件の事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確
認した。
【D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間】
→2023年6月4日の抑制では、再エネ出力制御システムが運開前であり、オンライン代理制御が実施されなかっ
たことで乖離が発生しており、手続上の公平性は担保されている。
【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間】
→オンライン（本来）とオフライン（代理）事業者間で抑制日数に差が生じているが、2023年6月4日の抑制で
は、再エネ出力制御システムが運開前であり、オンライン代理制御が実施されなかったことで乖離が発生しており、
手続上の公平性は担保されている。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）
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③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計3日間の抑制において、関西電力送配電に確認した通信不良、指令に対する不応動事業
者を除外し検証を行った。オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は1~2日であり、
公平性は確保していたといえる。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者
は1~2日であり、代理制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は0～1日であり、公平性
は確保していたといえる。

６．検証結果（２／２）



19（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)



20（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)



21（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



22（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。
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（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

関西エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

関西電力送配電株式会社が 2023年度に実施した、関西エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以

下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、関西電力送配電株式会社から送配電等業務指針第

183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を実施した

ことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、関西エリアにおける 3日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った関西エリアの出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙５－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 関西エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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中国エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～2023年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙６ー1
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3１．はじめに

中国電力ネットワークは、2023年4月から2024年3月に、中国エリア(離島を除く)で
実施した再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」とい
う。）の出力抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、
出力抑制に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、中国エリア(離島を除く)において一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑
制を行った場合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計62日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 18 18 5 - － － 4 1 1 2 5 8 62

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び中国電力ネットワークが系統WGで公
表した「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第24回 2019年12月
5日）」、「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について（第36回 2022年3月14日)」の
資料のとおり、中国電力ネットワークの出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否かの
検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／６）

中国電力ネットワークは、 「第24回系統ＷＧ」（2019年12月5日開催）において、太陽
光発電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日・360時間・720時間）に達するまでは「旧ルール・新ル
ール・指定ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



8４．予め定められた手続（２／６）

○旧ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日）を超過し、360時間・720時間を超過しない見
込みの場合は、旧ルール太陽光および旧ルール風力事業者の出力制御上限（30日）まで最大限活用し
たうえで、更なる余剰に対しては新ルールおよび無制限・無補償ルール太陽光・風力事業者の出力制御を
行う。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



9４．予め定められた手続（３／６）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日・360時間・720時間)を超過する見込みの
場合は、旧・新ルールの太陽光および旧・新ルールの風力事業者の出力制御を出力制御上限（30日・
360時間・720時間)まで最大限活用したうえで、更なる余剰に対して無制限・無補償ルール太陽光・風
力事業者の出力制御を行う。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



10４．予め定められた手続（４／６）

○公平な出力抑制を行うため、各ルールの事業者をルール毎にグループ分けし、出力制御を行う。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



11４．予め定められた手続（５／６）

○旧ルールのオフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となる
ように出力制御を実施。

中国電力ネットワークは、「第36回系統ＷＧ」（2022年3月14日開催）において、2022年
度から導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを公表
した。

「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



12４．予め定められた手続（６／６）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について」資料抜粋
(中国電力ネットワークのHPで公表)



13５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。
なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理において
もオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても中国エリアで期中で
オフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 510件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：高圧以下太陽光455件、特高太陽光8件

新ルール ：高圧以下太陽光47件



14A：オフライン（本来）事業者間

中国エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は19~20日であり、1日間しか
乖離がなかった。

• 18日以下の事業者は、中国電力ネットワークから指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかっ
たことが原因である。なお、当該事業者には中国電力ネットワークから注意勧告を行い、 2024年度に
は優先的に抑制される運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分
種別
制御

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

18日以下 19日 20日

旧ルール

500kW以上

太陽光

2 ／ 403 331 ／ 403 70 ／ 403

500kW未満
50kW以上 ー 1 ／ 1 ー

500kW以上 風力 ー 17 ／ 21 4 ／ 21

無制限
無補償
ルール

20kW未満 風力 ー 28 ／ 31 3 ／ 31



15B：オフライン（代理）事業者間

中国エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルールで、「基本的」な抑制日数は19~20日であり、1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分
種別
制御

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

19日 20日

旧ルール

500kW未満
50kW以上

太陽光

315 ／ 720 405 ／ 720

50kW未満 14,486 ／ 32,840 18,354 ／ 32,840

新ルール

500kW未満
50kW以上

1 ／ 2 1 ／ 2

50kW未満 1,351 ／ 4,542 3,191 ／ 4,542



16C：オンライン事業者間

中国エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は25~26日であり、1日間しか
乖離がなかった。

• 24日以下の事業者は、中国電力ネットワークから指令が出されていたが、事業者が通信不通により指
令に従わなかった結果である。なお、当該事業者には中国電力ネットワークから注意勧告を行い、
2024年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

24日以下 25日 26日

旧ルール

500kW以上

太陽光

7 ／ 460 25 ／ 460 428 ／ 460

500kW未満
50kW以上

1 ／ 112 11 ／ 112 100 ／ 112

50kW未満 ー 1 ／ 19 18 ／ 19

新ルール

500kW以上

太陽光

10 ／ 415 23 ／ 415 382 ／ 415

500kW未満
50kW以上

10 ／ 517 14 ／ 517 493 ／ 517

50kW未満 882 ／ 17,837 662 ／ 17,837 16,293 ／ 17,837

無制限無
補償ルール

500kW以上

太陽光

ー 5 ／ 108 103 ／ 108

500kW未満
50kW以上

6 ／ 375 21 ／ 375 348 ／ 375

50kW未満 200 ／ 7,000 273 ／ 7,000 6,527 ／ 7,000
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中国エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、指令への
不応動の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数は19~20日であり、1日間しか乖離がなかっ
た。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用ルール 電圧区分 種別制御

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数

19日 20日

旧ルール

500kW以上

太陽光

本来 331 ／ 401 70 ／ 401

500kW未満
50kW以上

本来 1 ／ 1 ー

代理 315 ／ 720 405 ／ 720

50kW未満 代理 14,486 ／ 32,840 18,354 ／ 32,840

500kW以上 風力 本来 17 ／ 21 4 ／ 21

新ルール
500kW未満
50kW以上 太陽光

代理 1 ／ 2 1 ／ 2

50kW未満 代理 1,351 ／ 4,542 3,191 ／ 4,542

無制限無
補償ルール

20kW未満 風力 本来 28 ／ 31 3 ／ 31
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中国エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オンライン事業者（本来）、オフライン事業者の抑制
日数は19～20日であり、1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、中国電力ネットワークが行った出力抑制は、予め定められた手続に
沿って公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン
(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の
差異が、基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示
す。

【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である2件の事業者には注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される運用と
なっていることを確認した。

【C:オンライン事業者間】
→通信不良1,116件については、事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用と
なっていることを確認した。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）
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③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計62日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンライン(本来＋代理)では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は25~26日であり、公平性
は確保していたといえる。オフラインの本来・代理制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者
は19～20日であり、公平性は確保していたといえる。

６．検証結果（２／２）



21（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)



22（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)



23（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



24（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



25（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



26（参考２）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



27（参考３）業務規程、送配電等業務指針

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

中国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

中国電力ネットワーク株式会社が 2023年度に実施した、中国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）

（以下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、中国電力ネットワーク株式会社から送配電等業

務指針第 183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を

実施したことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、中国エリアにおける 62日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った中国エリアの出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙６－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 中国エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 
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https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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四国エリアの再生可能エネルギー発電設備
(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙７－１
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3１．はじめに

四国電力送配電は、2023年4月から2024年3月に、四国エリアで実施した再生可
能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制
について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関す
る公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、四国エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計42日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 15 13 4 1 － － 2 － 1 1 － 5 42

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び四国電力送配電が系統WGで公表し
た「経済的出力制御（オンライン代理制御）の運用について（第35回 2021年12月15日)」の資料
のとおり、四国送配電の出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否かの検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／9）

四国電力送配電は、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において示したものを
ベースに「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」 （2022年4
月1日公表、2023年10月10日更新（P.13の内容を追加））を纏め、太陽光発電事業
者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

四国送配電資料抜粋〔https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/output_control/index.html〕

https://www.yonden.co.jp/nw/assets/renewable_energy/news/keitou_wg_035.pdf
https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/output_control/index.html


8４．予め定められた手続（２／9）

○オンライン代理制御の導入にあわせて、太陽光の出力制御区分ついては10～500kW未満オフラインを
新たに出力制御対象とする。また、500kW以上オフライン事業者は従来同様の本来制御を実施し、 10
～500kW未満オフライン事業者は代理制御の対象とする。



9４．予め定められた手続（３／9）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。



10４．予め定められた手続（４／9）

○オンライン(本来)事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように
出力制御を実施。



11４．予め定められた手続（5／9）

○再エネ出力制御をきめ細やかに実施するため事業者単位で出力制御対象者を選定。



12４．予め定められた手続（6／9）

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制
限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する



13４．予め定められた手続（7／9）

○旧ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日）を超過し、新ルール事業者の制御時間が出力
制御上限（360時間）を超過しない見込みの場合は、旧ルールの太陽光・風力事業者の出力制御上限
（30日）まで最大限活用したうえで、更なる余剰に対しては、新、無制限・無補償ルール太陽光・風力事
業者の出力制御を行う。



14４．予め定められた手続（8／9）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日、360時間）を超過する見込みの場合は、旧・
新ルール太陽光および旧・新ルール風力事業者の出力制御上限（30日、360時間）まで最大限活用
したうえで、更なる余剰に対しては無制限・無補償ルール太陽光・風力事業者の出力制御を行う。



15４．予め定められた手続（9／9）

〔第９回系統ＷＧ資料抜粋〕

（※３） ＪＷＰＡ方式移行前であり、１日のカウント方法も太陽光と同じ。

（※３）

風力については、全ての事業者が「等価時間管理による一律制御」に移行していないことから、
太陽光と同様の交替制御及び日数・時間管理を行うこととしている。



16５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても四国エリアで期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 202件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール：特高太陽光2件、高圧太陽光106件、低圧太陽光75件、高圧風力1件

新ルール：高圧太陽光7件、低圧太陽光4件

無制限・無補償ルール：低圧太陽光7件



17A：オフライン（本来）事業者間

四国エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は11~12日であり、1日しか乖
離がなかった。

• 10日以下の事業者は四国電力送配電から指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかった結
果である。なお、当該事業者には四国電力送配電から注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑
制される運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

10日以下 11日 12日

旧ルール

特高
太陽光 ー 7 ／ 10 3 ／ 10

風力 ー 8 ／ 9 1 ／ 9

高圧
太陽光 17 ／ 363 274 ／ 363 72 ／ 363

風力 ー 3 ／ 3 ー

新ルール
特高 太陽光 ー 1 ／ 1 ー
高圧 太陽光 ー 2 ／ 2 ー

無制限
無補償
ルール

高圧 太陽光 ー 4 ／ 4 ー



18B：オフライン（代理）事業者間

四国エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで抑制日数は10~11日となり、 1日しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）
10日 11日

旧ルール 高圧

太陽光

158 ／ 792 634 ／ 792

低圧 3900 ／ 20440 16540 ／ 20440

新ルール 高圧 7 ／ 30 23 ／ 30

低圧 59 ／ 306 247 ／ 306

無制限
無補償
ルール

低圧 13 ／ 38 25 ／ 38



19C：オンライン事業者間（ １／２ ）（本来＋代理）

四国エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールの太陽光について、本来＋代理制御の「基本的」な抑制日数は、
17~18日であり、1日しか乖離がなかった。

• 16日以下の太陽光は、四国電力送配電から指令が出されていたが、事業者が通信不通により指令に従わなかった
結果である。なお、当該事業者には四国電力送配電から注意勧告を行い、 2024年度には優先的に抑制される運
用となっていることを確認した。また、風力のオンライン事業者（本来）の抑制日数は次項に記載する。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間（本来＋代理）で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧
区分

種別
オンライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

16日以下 17日 18日

旧ルール

特高

太陽光

ー ー 2 ／ 2

高圧 1 ／ 152 3 ／ 152 148 ／ 152

低圧 7 ／ 94 4 ／ 94 83 ／ 94

新ルール

特高

太陽光

ー 1 ／ 1 ー

高圧 9 ／ 487 20 ／ 487 458 ／ 487

低圧 283 ／ 3466 186 ／ 3466 2997 ／ 3466

無制限無補償
ルール

特高

太陽光

ー ー 1 ／ 1

高圧 20 ／ 856 37 ／ 856 799 ／ 856

低圧 488 ／ 10498 462 ／ 10498 9548 ／ 10498
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適用ルー
ル

電圧区
分

種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

11日 12日 13日

旧ルール

特高
太陽光 1 ／ 2 1 ／ 2 ー

風力 ー ー 4 ／ 4

高圧
太陽光

65 ／ 152 87 ／ 152 ー

低圧 41 ／ 94 49 ／ 94 ー

新ルール

特高
太陽光 1 ／ 1 ー ー

風力 ー ー 1 ／ 1

高圧
太陽光

241 ／ 487 240 ／ 487 ー

低圧 1804 ／ 3466 1491 ／ 3466 ー

無制限
無補償
ルール

特高
太陽
光

1 ／ 1 ー ー

高圧 400 ／ 856 447 ／ 856 ー

低圧 5277 ／ 10498 4888 ／ 10498 ー

C：オンライン事業者間（ ２／２ ）（本来）

四国エリアのオンライン事業者(本来)間の抑制日数に乖離があったことから、年間抑制日数を下図に示し、検証を行う。な
お、太陽光について、本来＋代理制御の抑制日数が、 「基本的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールの太陽光について、「基本的」な抑制日数（本来）は11～12日であり、
1日しか乖離がなかった。

• 旧ルール、新ルールの風力について、抑制日数（本来）は13日となり、太陽光（本来）の11～12日に対して最大
で2日の差が生じているが以下の理由によるものであり、2024月4月以降風力に優先して太陽光を抑制することで公
平性を保つように調整することを確認した。

✓年度末に向けて風力と太陽光の抑制日数（本来）に差が生じないよう調整を行っており、3月30日時点における
抑制日数（本来）の差は1日であったが、3月31日は必要抑制量が多く、抑制量確保のため規模の大きい特高
風力を抑制する一方で、当日の需給状況から一部の太陽光は出力抑制の実施が不要となり回数差が生じた。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。
また、次項以降、オンライン事業者（本来）の「基本的」な抑制日数を11～12日として評価する。



21

四国エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来）の「基本的」な抑制日数が11~12
日であるのに対して、オフライン（代理）は10～11日となり、最大で２日の差が生じているが、当日の
需給状況からオンライン代理制御が実施されなかったことによるものであり、手続上の公平性は担保され
ている。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用ルール 電圧区分 種別
オフライン事業者抑制日数

（抑制発電所数／全発電所数）

10日以下 11日 12日

旧ルール

特高
太陽光 本来 ー 7 ／ 10 3 ／ 10

風力 本来 ー 8 ／ 9 1 ／ 9

高圧
太陽光

本来 ー 274 ／ 363 72 ／ 363
代理 158 ／ 792 634 ／ 792 ー

風力 本来 ー 3 ／ 3 ー
低圧 太陽光 代理 3900 ／ 20440 16540 ／ 20440 ー

新ルール

特高 太陽光 本来 ー 1 ／ 1 ー

高圧 太陽光
本来 ー 2 ／ 2 ー
代理 7 ／ 30 23 ／ 30 ー

低圧 太陽光 代理 59 ／ 306 247 ／ 306 ー

無制限
無補償
ルール

高圧 太陽光 本来 ー 4 ／ 4 ー

低圧 太陽光 代理 13 ／ 38 25 ／ 38 ー

代理 本来



22E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御
事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。この際、オンライン制
御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が均等となるようにしているが、オフライン制御事業
者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制
御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者の制御
機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合であっても、公平性に反す
ることにはならないものとする。

四国エリアのオンライン事業者（本来）とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 「基本的」な抑制日数は、オンライン事業者（本来）が11～12日、オフライン事業者(本来)が11～12日、オフライ
ン事業者(代理)で10～11日となった。

• オンライン事業者（本来）とオフライン（本来）事業者間は、最大で1日しか乖離がなかった。

• オンライン事業者（本来）とオフライン（代理）事業者間で最大2日の差が生じているが、これは当日の需給状況か
らオンライン代理制御が実施されなかったことによるものであり、手続上の公平性は担保されている。

以上から、期間を通して、オンライン事業者（本来）とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力抑制が行われた
と評価する。
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本機関が検証した結果、四国電力送配電が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って
公平に行われたと判断する。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／３）



24６．検証結果（２／３）

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本
来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間で
抑制実績日数の差異が、基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事
項を以下に示す。
【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である17件の事業者には注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となって
いることを確認した。
【C:オンライン事業者間】
→通信不良808件については、事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となって
いることを確認した。オンライン（本来）の太陽光と風力間で抑制日数に差が生じているが、以下の理由によるも
のであり、2024月4月以降風力に優先して太陽光を抑制することで公平性を保つように調整することを確認した。
✓ 年度末に向けて風力と太陽光の抑制日数（本来）に差が生じないよう調整を行っており、3月30日時点に

おける抑制日数（本来）の差は1日であったが、3月31日は必要抑制量が多く、抑制量確保のため規模の
大きい特高風力を抑制する一方で、当日の需給状況から一部の太陽光は出力抑制の実施が不要となり回
数差が生じた。

【D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間】
→抑制日数に差が生じているが、当日の需給状況からオンライン代理制御が実施されなかったことが原因であり、
手続上の公平性は担保されている。
【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間】

→オンライン（本来）とオフライン（代理）事業者間で抑制日数に差が生じているが、当日の需給状況からオ
ンライン代理制御が実施されなかったことが原因であり、手続上の公平性は担保されている。
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③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計42日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は17~18日であり、公平性は確保していたとい
える。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は11~12日であり、代理制御
では旧ルール、新ルール無制限・無補償ルール事業者は10～11日であり、公平性は確保していたといえる。

６．検証結果（３／３）



26（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オンライン)



27（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)



28（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



29（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



30（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



31（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



32（参考３）業務規程、送配電等業務指針

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

四国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

四国電力送配電株式会社が 2023年度に実施した、四国エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以

下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、四国電力送配電株式会社から送配電等業務指針第

183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を実施した

ことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、四国エリアにおける 42日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った四国エリアの出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙７－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 四国エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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九州エリアの再生可能エネルギー（自然変動電源）
発電設備の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙８－１
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６．検証結果



3１．はじめに

九州電力送配電は、2023年4月から2024年3月に、九州エリア(離島を除く)で実
施した再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」とい
う。）の出力抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、
出力抑制に関する公平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、九州エリア(離島を除く)において一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑
制を行った場合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計136日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 20 24 9 － 1 6 24 15 3 4 8 22 136

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／３）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、業務指針、及び九州電力送配電から受領した「九州エリアにおける出力制御対象事業者の選
定」の資料から、九州電力送配電の出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否かの検
証を行った。

② 同指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次々頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／３）

･ハイブリッド運用時の代理制御について、オフライン(ハイブリッド)制御事業者に係る公平性の考え方は下記のとおり。
A‘：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。なお、代理制御と実

制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平性に反しないものとする。
D‘：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出

力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されてい
る場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E‘：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイブリッド）制御事業者の代

理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、
実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等
については、本来行うべきであった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。



7３．検証内容（３／３）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風力」
間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



8４．予め定められた手続（１／６）

九州電力送配電は、「第９回系統ＷＧ」（2016年11月25日開催）において、太陽光発
電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

〔第９回系統ＷＧ資料抜粋〕

（※１）

（※２）

（※１） 無制限・無補償ルール事業者は無制限・無補償であるが、年間制御日数が30日に到達する
までは、両事業者間の制御機会の公平性確保の観点から、指定ルール(無制限・無補償ルー
ル)適用の事業者についても旧ルール適用の事業者と同様に交替制御及び日数管理を行うこと
を、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき公表した。

（※２） 事業者を順次交代する制御を基本としているが、第９回系統ＷＧにて公表した「想定誤差を
考慮した運用方法（オンライン事業者による追加制御）」を行うことにより、オンライン事業者
に対する制御の機会が増加することへの対応は、年度単位で制御日数が同等となる
よう調整することとしている。



9４．予め定められた手続（２／６）

〔第９回系統ＷＧ資料抜粋〕

（※３） ＪＷＰＡ方式移行前であり、１日のカウント方法も太陽光と同じ。（スライド６参照。）

（※３）

風力については、全ての事業者が「等価時間管理による一律制御」に移行していないことから、
太陽光と同様の交替制御及び日数管理を行うこととしている。



10４．予め定められた手続（３／６）

第28回系統WG 資料抜粋

指定ルール(無制限・無補償ルール)については、「第２８回系統ＷＧ」（2020年12月11日
開催）において、再エネ接続量の増加により、2021年度の出力制御の見通しが、旧ルール事
業者の出力制御上限30日を超える見込みとなったことから、指定ルール(無制限・無補償ルー
ル)事業者を一律％制御とすることを公表し、2021年度より運用を開始している。

［指定ルール(無制限・無補償ルール)一律制御時の具体的な運用の考え方］

①前日段階で指令が必要な旧ルール（オフライン）事業者は、当日の天候悪化等による太陽光下ブレ時の不要な制御を極力回避するため、必要制御量

が大きい日（イメージ図①）に優先して、年間制御日数が30日となるよう制御量を配分。（配分量は制御実績を反映しながら、都度調整）

②旧ルール（オンライン）事業者については、年間制御日数上限30日を最大限に活用しながら、現行どおり必要な時間に交替制御。（イメージ図②）

③無制限・無補償ルール（オンライン）事業者は、前日配分したオフライン制御量 以上の制御が必要となった場合（イメージ図③）に、一律制御（追加制

御）を実施

（注）年間シミュレーションを実施し、旧ルールオフラインの
年間制御日数が30日/発電所となるように、各月
の出力制御目標値を設定。
目標値は、制御実績に応じたシミュレーション結果
により、都度見直し。



11４．予め定められた手続（４／６）

○九州電力送配電では、旧ルール500kW以上についても、基本的にはオンライン代理制御を行うこととし、
オンライン制御のみでは制御量が不足する場合に限り、実制御（本来制御）を実施することとしている。

九州電力送配電は、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において、2022年
度12月から導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを
公表した。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



12４．予め定められた手続（５／６）

○オンライン代理制御導入後の公平性は、「本来制御回数＋被代理制御回数」を極力均等にする。
・各ルール間の公平性は下記の実績で均等となっているか。
[旧ルールオフライン] 500kW以上：被代理制御＋本来制御、500kW未満～10kW以上：被代理制御
[ 〃 オンライン] 本来制御
[無制限・無補償ルール］本来制御

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



13４．予め定められた手続（６／６）

○一律制御をしている無制限・無補償ルールの制御日数は、各日の制御率※を加味
して日数カウントを行う。
※無制限・無補償ルール 50%制御の場合、日数カウントは、50%×1日＝0.5日とする。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



14（参考）旧ルール事業者の制御回数機会を最大限活用する運用方法

○旧ルール事業者の制御回数が30回を超過する可能性があったため、2023年9月より無制限・無補償ル
ール事業者の抑制を優先としたことを確認した。

〔第50回系統ＷＧ資料抜粋〕



15５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても九州エリアで期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で 1815件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※旧ルール 特高太陽光2件、高圧太陽光168件、低圧太陽光1645件



16A：オフライン（本来）事業者間

九州エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は27日であり、乖離がなかった。

• 26日の事業者は、設備停止および流通設備の作業停止に伴う発電制約を事前に実施していた結果
であることを確認した。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数)

26日 27日

旧ルール

特高

風力

3 ／ 16 13 ／ 16

高圧 ー 15 ／ 15

新ルール 低圧 ー 5 ／ 5

無制限
無補償ルール

低圧 ー 27日



17B：オフライン（代理）事業者間

九州エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルールで抑制日数は27~28日となり、 1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

27日 28日

旧ルール

高圧 太陽光 1397 ／ 1858 461 ／ 1858

低圧 太陽光 23063 ／ 61632 38569 ／ 61632



18C：オンライン事業者間（１／２）

九州エリアのオンライン事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルールの本来制御の「基本的」な抑制日数は27～28日、本来＋代理制御は40～41
日であり、1日間しか乖離がなかった。

• 26日の事業者は、停止作業により、抑制できなかったことが原因であることを確認した。

• 旧ルール、新ルールにおいて、本来制御の回数が上限である30回(/年)以下であること、本来制御間、
本来＋代理制御間で乖離がないことを確認した。

以上から、期間を通して、旧ルール、新ルールのオンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価
する。

適用
ルール

電圧
区分

種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

26日 27日 28日 40日 41日

旧ルール

特高
太陽光

本来＋代理 ー ー ー 31 ／ 71 40 ／ 71

(本来) ー (44) ／ 71 (27) ／ 71 ー ー

風力 本来のみ 1 ／ 5 4 ／ 5 ー ー ー

高圧
太陽光

本来＋代理 ー ー ー 799 ／ 1370 571 ／ 1370

(本来) ー (302) ／ 1370 (1068) ／ 1370 ー ー

風力 本来のみ ー 3 ／ 3 ー ー ー

低圧 太陽光
本来＋代理 ー ー ー 188 ／ 316 128 ／ 316

(本来) ー (70) ／ 316 (246) ／ 316 ー ー

新ルール

特高

風力 本来のみ

ー 4 ／ 4 ー ー ー

高圧 ー 6 ／ 6 ー ー ー

低圧 ー 1 ／ 1 ー ー ー

代理

本来



19C：オンライン事業者間（２／２）

九州エリアのオンライン事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 無制限無補償ルールの本来制御は77～77.8日、本来＋代理制御は92.3日であり、1日間以下し
か乖離がなかった。

• 旧ルールで上限である30回(/年)を超過する可能性があったため、無制限・無補償ルールの抑制を優
先したこと、本来制御間、本来＋代理制御間で乖離がないことを確認した。

以上から、期間を通して、無制限無補償ルールのオンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評
価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

77日 92日

無制限
無補償ルール

特高
太陽光

本来＋代理 ー 92.3日

(本来) (77.8日) ー

風力 本来のみ 77日 ー

高圧
太陽光

本来＋代理 ー 92.3日

(本来) (77.8日) ー

風力 本来のみ 77日 ー

低圧
太陽光

本来＋代理 ー 92.3日

(本来) (77.8日) ー

風力 本来のみ 77日 ー

代理

本来
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九州エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン（代理）の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基本
的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来・代理）の「基本的」な抑制日数が
27~28日であり1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

27日 28日

旧ルール

特高 風力 本来 13 ／ 16 ー

高圧
太陽光 代理 1397 ／ 1858 461 ／ 1858

風力 本来 15 ／ 15 ー

低圧 太陽光 代理 23063 ／ 61632 38569 ／ 61632

新ルール 低圧 風力 本来 5 ／ 5 ー

無制限無
補償ルール

低圧 風力 本来 27日 ー
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九州エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルールのオンライン事業者（本来）の抑制日数は27～28日、旧ルール、新ルール、無制
限無補償ルールのオフライン(本来)事業者は27日であり、オフライン(代理)事業者は27～28日であり、
最大で1日間しか乖離がなかった。

• 無制限無補償ルールのオンライン事業者（本来）の抑制日数は77日であり、乖離が発生しているが、
旧ルールのオンライン(本来)で上限である30回(/年)を超過する可能性があり、無制限・無補償ルール
の抑制を優先したことが原因であることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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九州エリアのオフライン（ハイブリッド）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルールで、抑制日数(本来＋代理)は27~28日であり、1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（ハイブリッド）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

A’：オフライン（ハイブリッド）事業者間

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

27日 28日

旧ルール

特高 太陽光 ハイブリッド 5 ／ 13 8 ／ 13

高圧 太陽光 ハイブリッド 395 ／ 627 232 ／ 627
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適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

27日 28日

旧ルール

特高 太陽光 ハイブリッド 5 ／ 13 8 ／ 13

高圧 太陽光
ハイブリッド 395 ／ 627 232 ／ 627

代理 1397 ／ 1858 461 ／ 1858

低圧 太陽光 代理 23063 ／ 61632 38569 ／ 61632

九州エリアのオフライン(ハイブリッド))事業者とオフライン(代理)事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルールで、抑制日数は27~28日であり、1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン(ハイブリッド)事業者とオフライン(代理)事業者間で公平に出力抑制が
行われたと評価する。

D’：オフライン(ハイブリッド)事業者とオフライン(代理)事業者間
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九州エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（ハイブリッド）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルールのオンライン事業者（本来）の抑制日数は27～28日、旧ルールのオフライン(ハイ
ブリッド)事業者は27～28日であり、最大で1日間しか乖離がなかった。

• 無制限無補償ルールのオンライン事業者（本来）の抑制日数は77日であり、乖離が発生しているが、
旧ルールのオンライン(本来)で上限である30回(/年)を超過する可能性があり、無制限・無補償ルール
の抑制を優先したことが原因であることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（ハイブリッド）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E‘：オンライン事業者とオフライン(ハイブリッド)事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
②ハイブリッド運用時の代理制御
E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ

ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、九州電力送配電が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って
公平に行われたと判断する。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン
(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間および、A’：オフライ
ン（ハイブリッド）事業者間、D’：オフライン(ハイブリッド)事業者とオフライン(代理)事業者間、E‘：オンライン
事業者とオフライン(ハイブリッド)事業者間で抑制実績日数の差異が、基本的には０~１日と1日以内となっ
ており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示す。
【C：オンライン事業者間】
→停止作業により、1件の事業者が抑制できなかったことにより、乖離が発生したことを確認した。
【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間、 E‘：オンライン事業者とオフライン(ハイ
ブリッド)事業者間】
→無制限無補償ルールのオンライン事業者（本来）の抑制日数は77日であり、乖離が発生しているが、旧
ルールのオンライン(本来)で上限である30回(/年)を超過する可能性があり、無制限・無補償ルールの抑制を
優先したことが原因であることを確認した。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）



26６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計136日間の抑制において、②の停止作業があった1事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルールで本来制御が27～28日、本来＋代理制御が40～41日であり、無制限・
無補償ルールの本来制御は77～77.8日、本来＋代理制御は92.3日であり、公平性は確保していたといえ
る。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで27日、代理制御では旧ルール、
無制限・無補償ルールで27～28日、ハイブリッドでは旧ルールで27～28日であり、公平性は確保していたとい
える。



27（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
抑制日数別の合計発電所数では、月毎での抑制発電所数の実績から公平性の検証対象ではないもの
を除いています。

(オンライン)



28（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
抑制日数別の合計発電所数では、月毎での抑制発電所数の実績から公平性の検証対象ではないもの
を除いています。

(オフライン)



29（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



30（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。
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（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

九州エリアの再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制におけ

る公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

九州電力送配電株式会社が 2023年度に実施した、九州エリア（離島を除く）の再生可能エネルギー発電設備（自然変

動電源）（以下、「再エネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、九州電力送配電株式会社から送配電等

業務指針第 183条第 4号に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検

証を実施したことから、下記のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、九州エリア（離島を除く）における 136日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った九州エリア（離島を除く）の出力抑制は、

予め定められた手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙８－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 九州エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023

年度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)
の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２３年度実施分～

２０２４年８月２１日
電力広域的運営推進機関

別紙９ー１
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3１．はじめに

沖縄電力は、2023年4月から2024年3月に、沖縄本島で実施した再生可能エネ
ルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制につい
て、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関する公
平性を検証したので、その結果を公表する。



4

本機関は、沖縄本島において一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場
合には、

１．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

２．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容

３．再エネの出力抑制を行う必要性

４．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。

今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2023年度の出力抑制実績(合計19日)

２．公平性検証の位置づけ

実施年月
2023年 2024年

2023年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

抑制実績日数 3 － － － － － － 1 2 4 7 2 19

検証結果
公表サイト

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html


5３．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（令和４年4月 資源エネルギー庁、以下「指針」と
いう。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び沖縄電力が公表した「再生可能エネル
ギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（202３年4月23日公表）」、「経済的出力制
御（オンライン代理制御）の運用について（第35回 2021年12月15日)」の資料のとおり、沖縄電力
の出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否かの検証を行った。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと
・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、抑制の機会が公平となるように（注３）順番に出力抑制

を実施することから、１日以内となっているか。
・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン事業者」）と、オンライン事

業者でない再エネ発電事業者（以下、「オフライン事業者」）毎に、公平性を遵守（注４）できているか。
･2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（本来）事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。
・B:オフライン（代理）事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。
・C:オンライン事業者間
⇒実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。
・D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間
⇒オフライン（本来）事業者の制御回数とオフライン（代理）事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように

出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反する
こととはならないものとする。

・E:オンライン事業者とオフライン事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/

代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公
平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注４）については次頁に記載

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと
・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。



6３．検証内容（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性
･旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時
間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」(注２） 間、および「太陽光・風
力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新
ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか(注5)。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。
（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光） ：年間30日 旧ルール（風力） ：年間30日※1

新ルール（太陽光） ：年間360時間※1 新ルール（風力） ：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1 無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１ 旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理
※２ JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該
抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注４）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御機会がオフライン事業者より少ない
場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注５）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制
御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。



7４．予め定められた手続（１／６）

沖縄電力は、「第４4回系統ＷＧ」（2023年2月28日開催）において、太陽光発電事業
者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことを公表した。

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制
限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

〔第44回系統ＷＧ資料抜粋〕



8４．予め定められた手続（２／６）

○旧・新ルール事業者の制御日数が出力制御上限（30日、360時間）を超過する見込みの場合は、
旧・新ルール太陽光および旧・新ルール風力事業者の出力制御上限（30日、360時間）まで最大限活
用したうえで、更なる余剰に対しては無制限・無補償ルール太陽光・風力事業者の出力制御を行う。

〔第44回系統ＷＧ資料抜粋〕



9４．予め定められた手続（３／６）

沖縄電力は、「第35回系統ＷＧ」（2021年12月15日開催）において、2022年度か
ら導入するオンライン代理制御の運用について、以下の方法で出力抑制を行うことを公表
した。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



10４．予め定められた手続（４／６）

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



11４．予め定められた手続（５／６）

○オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力
制御を実施。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕



12４．予め定められた手続（６／６）

○オンライン事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制
御を実施。

〔第35回系統ＷＧ資料抜粋〕
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沖縄電力が前日計画時点の抑制必要量を下図の通り「最大誤差量」で算出し、必要な再エネの出力抑
制を行ったかを確認した。第35回系統WGにおいて沖縄電力が示した、原則オンライン制御を優先して配
分し※１、２、出力制御の機会が均等となるように出力制御実績の配分を行う方法の導入を確認した。

（参考）再エネ出力制御の運用方法(１/２)

沖縄の考え方ではないのでは？削除



14（参考）再エネ出力制御の運用方法(2/2)

（注）年間シミュレーションを実施し、旧ルールオフラインの
年間制御日数が30日/発電所となるように、各月
の出力制御目標値を設定。
目標値は、制御実績に応じたシミュレーション結果
により、都度見直し。

出力制御を実施したオンラインの設備量に対し、基本的には代理制御としてオフライン代理へ割り当てる。

オンラインとオフラインの制御回数調整のため、オンラインとオフライン代理の設備量比率で按分する場合もある。

沖縄の抑制は3日だけ、30日ルールは関係ないのでは？
削除？



15５．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン事業者間及びオフライン事業者間での公平性が保たれ
ていれば「オンライン／オフライン事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとは
いえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン
（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検
証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公
平に抑制されていることをそれぞれの区分内で公平に抑制されていることを検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理におい
てもオフラインからオンライン化への推奨がなされており、2023年度においても沖縄本島で期中
でオフラインからオンラインに切り替えた事業者が年間で ２件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに
組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、旧ルールについて30日を超えた抑制が
行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 旧ルール ：高圧太陽光２件



16A：オフライン（本来）事業者間

沖縄エリアのオフライン（本来）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は8~9日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 3日の事業者は、沖縄電力から指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかった結果である。な
お、当該事業者には沖縄電力から注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用となっ
ていることを確認した。

以上から、期間を通して、オフライン（本来）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

3日 8日 9日

旧ルール

特高 太陽光 ー 1 ／ 2 1 ／ 2

高圧
太陽光 1 ／ 13 4 ／ 13 8 ／ 13

風力 ー ー 1 ／ 1

新ルール
特高

風力
ー ー 1 1

高圧 ー ー 3 ／ 3

無制限
無補償
ルール

特高 風力 ー ー 1 ／ 1

高圧 太陽光 ー ー 1 ／ 1



17B：オフライン（代理）事業者間

沖縄エリアのオフライン（代理）事業者の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は0~1日であり、1日間しか乖
離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日

旧ルール
高圧

太陽光

21 ／ 98 77 ／ 98

低圧 1909 ／ 8209 6300 ／ 8209

新ルール 低圧 2 ／ 19 17 ／ 19



18C：オンライン事業者間

沖縄エリアのオンライン事業者(本来＋代理)の年間抑制日数を下図に示す。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、「基本的」な抑制日数は2~3日であり、1日間しか乖
離がなかった。

• 1日以下の事業者は期中連系、沖縄電力から指令が出されていたが、事業者が通信不通により指令
に従わなかった結果である。なお、通信不通の事業者には沖縄電力から注意勧告を行い、2024年度
には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。

以上から、期間を通して、オンライン事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール 電圧区分 種別

オンライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

1日以下 2日 3日

旧ルール
高圧

太陽光

ー 3 ／ 7 4 ／ 7

低圧 2 ／ 11 ー 9 ／ 11

新ルール
高圧 3 ／ 54 10 ／ 54 41 ／ 54

低圧 100 ／ 1353 251 ／ 1353 1002 ／ 1353

無制限無補償
ルール

高圧 ー 1 ／ 3 2 ／ 3

低圧 7 ／ 22 1 ／ 22 14 ／ 22
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沖縄エリアのオフライン(本来)事業者とオフライン(代理)事業者の年間抑制日数を下図に示す。なお、 「基
本的」な抑制日数以外の事業者を除外している。

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、オフライン（本来）の「基本的」な抑制日数が8～9日
であるのに対して、オフライン（代理）は0～1日となり、最大で9日間の差が生じている。これは、当日
の需給状況から代理制御が不要となったことであり、前日段階での手続上の公平性は担保されている。

以上から、期間を通して、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）間で公平に出力抑制が行われたと
評価する。

D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間

適用
ルール

電圧区分 種別

オフライン事業者抑制日数
（抑制発電所数／全発電所数）

0日 1日 8日 9日

旧ルール

特高 太陽光 本来 ー ー 1 ／ 2 1 ／ 2

高圧
太陽光

本来 ー ー 4 ／ 12 8 ／ 12

代理 21 ／ 98 77 ／ 98 ー ー

風力 本来 ー ー ー 1 ／ 1

低圧 太陽光 代理 1909 ／ 8209 6300 ／ 8209 ー ー

新ルール

特高
風力

本来 ー ー ー 1 1

高圧 本来 ー ー ー 3 ／ 3

低圧 太陽光 代理 2 ／ 19 17 ／ 19 ー ー

無制限
無補償
ルール

特高 風力 本来 ー ー ー 1 ／ 1

高圧 太陽光 本来 ー ー ー 1 ／ 1

代理 本来



20

沖縄エリアでオンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者の年間抑制日数

• 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールで、抑制日数がオンライン事業者（本来）２～3日、オフ
ライン事業者(本来)で8～9日で、オフライン事業者(代理)で0～1日であり、オンライン（本来）事業
者とオフライン（本来/代理）事業者間で最大9日間の乖離があった。

• オンライン(本来)の抑制回数がオフライン（本来）より少ないが、再エネ全体の出力制御量低減の観
点から公平性に反することにはならない。

• オンライン事業者（本来）とオフライン事業者(本来)間、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）
事業者間は公平であることから、オンライン(本来)事業者とオフライン(代理)事業者間は公平とみなす。

以上から、期間を通して、オンライン（本来）事業者とオフライン（本来/代理）事業者間で公平に出力
抑制が行われたと評価する。

E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事
業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合で
あっても、公平性に反することにはならないものとする。
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本機関が検証した結果、沖縄電力が行った出力抑制は、予め定められた手続に沿って公平に
行われたと判断する。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

６．検証結果（１／２）



22６．検証結果（２／２）

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

年度における計19日間の抑制において、②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。
オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は2~3日であり、公平性は確保していたとい
える。オフラインの本来制御では旧ルール、新ルール事業者は8~9日であり、代理制御では旧ルール、新ルール
事業者は0～1日であり、公平性は確保していたといえる。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を
実施したこと

A:オフライン（本来）事業者間、B:オフライン（代理）事業者間、C:オンライン事業者間、D:オフライン
(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間、E:オンライン事業者とオフライン事業者間で抑制実績日数の
差異が、基本的には０~１日と1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、特記事項を以下に示
す。
【A:オフライン（本来）事業者間】
→指令への不応動である1件の事業者には注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用と
なっていることを確認した。
【C:オンライン事業者間】
→通信不良112件については、事業者への注意勧告を行い、2024年度には優先的に抑制される運用と
なっていることを確認した。
【D：オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間】
→抑制日数に差が生じているが、当日の需給状況からオンライン代理制御が実施されなかったことが原因であ
り、手続上の公平性は担保されている。
【E：オンライン事業者(本来)とオフライン（本来/代理）事業者間】

→オンライン（本来）事業者とオフライン（代理）事業者間で最大2日間の乖離があったが、オンライン事
業者（本来）とオフライン事業者(本来)間、オフライン(本来)事業者とオフライン（代理）事業者間は公
平であることから、オンライン（本来）事業者とオフライン（代理）事業者間は公平とみなす。



23（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。
抑制日数別の合計発電所数では、月毎での抑制発電所数の実績から公平性の検証対象ではないもの
を除いています。

(オンライン)



24（参考1）2023年度の抑制実績

・2023年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)



25（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、
無制限・無補償ルールが規定されているが、同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うよう
にする必要がある。そのため、出力制御を行うにあたっては、同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ル
ールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施
する。
なお、年度単位の出力制御にあたっては、例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長
期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、長期的な視点からも出力制御の機会が均等とな
るように配慮する必要がある。（中略）

○「公平性」の定義について
本指針で用いる「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とすることとする。

例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保さ
れている場合には、公平性に反しない。
また、
・日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なる場合でも、手続上の公平が確保されている場合
・同一出力制御ルール内において、再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンライン制御
事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合

については、公平性に反することにはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞



26（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とすることとする。
① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償ルールが

適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から、全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限（年

間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））に達すると見込まれるまでの間は
、再エネ特措法施行規則第１４条第２項に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に
沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うことを原則とする。 （中略）

② 無制限・無補償ルールが適用される再エネ発電事業者に対して年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合に
は、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を
行うこととする。 ただし、出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、
上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて
太陽光発電の出力制御については、まず10ｋＷ以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、

10ｋＷ未満の案件に対して出力制御を行うものとする。



27（参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和4年4月資源エネルギー庁）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、オン
ライン制御事業者が実制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者
に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲につい
て留意が必要である。

また、オフライン（代理）制御事業者についても、実制御は実施していないが、金銭的精算をもって、オフライン（
代理）制御事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と
なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。

なお、出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事
業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力を抑制する場合は含まない。また、オフライン（
代理）事業者については、本来出力の抑制を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された
時間帯において、オンライン事業者により出力を抑制する場合を含むこととなる。
それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：オンライン制御事業者間
⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、実制御回数（本来＋代理）が均等になる場合において、
本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、実制御回数に基づき、出力制御の機会が
均等となるように代理制御を実施する。

D：オフライン(手動)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出
力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手
続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（
手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会
が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきで
あった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性
が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

②ハイブリッド運用時の代理制御
出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事象者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。
A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施
する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会の均等を行うため、公平
性に反しないものとする。

D：オフライン(ハイブリッド)制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（ハイブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代
理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機
会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイ
ブリッド）制御事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制
御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、実制御回数（本来＋代理）によって出力制御の機会が
均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会が均等については、本来行うべきであっ
た制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担
保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。
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■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ
調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に
関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び
送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力
抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配
電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否
かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動
電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、第
４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しな
ければならない。

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間
を通じて行った出力抑制の具体的内容



 

 

 

 

更新日：2024年 8月 21日 

沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制における

公平性の検証結果の公表について（2023年度実施分） 

沖縄電力株式会社が 2023年度に実施した、沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エ

ネ」という）の出力抑制における公平性について、当機関は、沖縄電力株式会社から送配電等業務指針第 183条第 4号

に定める事項の説明を受け、業務規程第 180条第 1項の規定に基づき、適切かどうかの検証を実施したことから、下記

のとおり、その結果を公表いたします。 

1. 検証対象 

2023年度に実施した、沖縄本島における 19日の再エネの出力抑制 

2. 検証内容 

(1) 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと 

(2) 指針に定められた公平性の考え方に基づいた評価項目のとおり出力抑制を実施したこと 

(3) 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性 

3. 検証結果 

検証内容の(1)～(3)それぞれの項目について検証した結果、2023年度に行った沖縄本島の出力抑制は、予め定められ

た手続きに沿って公平に行われたと判断する。 

  

ウェブサイト公表文 別紙９－２ 



 

 

 

4. 添付資料 

• 沖縄本島の再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果 2023年

度実施分  

 

お問い合わせ 

お問い合わせフォーム 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2019/files/190426_yokusei_kenshokekka_1.pdf
https://www.occto.or.jp/otoiawase/index.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/2018/files/180530_kenshokekka.pdf
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